
建築物や工作物を解体・改造・補修する
際は、事前調査が必要です。

（１）大気汚染防止法に事前調査の方法が規定されました。（新法第18条の15第1項）

①設計図書その他書面による調査
②現地での目視による調査
③分析による調査

解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が
使用されていないか確認する必要があります。

（２）建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要が
あります※2～5。

【義務付け適用】令和5（2023）年10月1日～
（新法第18条の15第１項及び第4項、新規則第16条の5）

①一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
②特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）
③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）

③は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。なお、義務付け適用前に（一社）日本アス
ベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」 として認められています。
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書面調査 ①設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に
石綿が使用されているか否か、石綿（アスベスト）含有建材データベース等を使用した調査を行い
ます。

②現地で各部屋・部位の網羅的に確認します（書面調査との相違等を確認）。
書面調査のみで「石綿使用なし」と判断してはいけません※1。

③同一材料毎に代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。

※1 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット
等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物
については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。

※3 石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返し石綿含有材料の特定が難しい建築物は、
特定調査者や一定の実地経験を積んだ一般調査者に調査を依頼してください。

※4 義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を実施させてください。

※5 分析調査は、厚生労働大臣が定める者等（令和2年厚生労働省令第277号）に依頼してください。

自主施工者である個人による事前調査について

解体等の工事の自主施工者である個人（解体等工事を業とし
て行う者を除く）が床、壁、天井等への家具の固定のための孔
あけ等、排出・飛散される粉じんの量が著しく少ない軽微な工
事のみを施工する場合は、必ずしも「必要な知識を有する者」に
事前調査を実施させる必要はありません。
ただし、個人であっても作業基準の遵守義務等は適用されま
すので、専門家による事前調査をお勧めします。
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※2 工作物については、調査者等による事前調査の実施は義務付けられていません。
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建築物や工作物を解体・改造・補修する
際は、事前調査が必要です。

（３）事前調査の結果は、作業開始前（届出対象特定工事の場合は工
事開始の14日前まで）に書面で元請業者等から発注者に説明する必要
があります。

（５）事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に
備え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存し
なければなりません。

[説明事項]
①石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項（新法第18条の15第1項第1号及び第4号、新規則第16条の7第1号及び第2号）

 事前調査結果、調査の終了年月日、調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当す
ることを明らかにする事項（調査者の講習実施機関の名称等）

②特定工事に該当する場合の説明事項（新法第18条の15第1項第2号及び第3号、新規則第16条の7第3号及び第4号）

（★は届出対象特定工事で該当する場合のみ）
 特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積
 特定粉じん排出等作業の種類
 特定粉じん排出等作業の実施期間
 特定粉じん排出等作業の方法
 対象となる建築物等の概要（構造・階数・延べ面積等）・配置図及び付近の状況★
 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場
所★

説明の書面の写しは、（４）の記録とともに工事終了後3年間保存してください。

[記録事項] （新法第18条の15第3項及び第4項、新規則第16条の8）
（３）の説明事項に発注者氏名等を加えたもの
[現場への備え置き] （新法第18条の15第5項）

備え置きの方法は指定していません。工事を施工する者や都道府県等が立入検査の際に確認できる状態で
あればよいので、電子データでも紙媒体でも差し支えありません。

（４）一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、
事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
【義務付け適用】令和４（2022）年４月１日～
（新法第18条の15第6項、新規則第16条の11）

[規模要件]
 建築物の解体：対象の床面積の合計が80㎡以上
 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が100万円以上

※工作物は環境大臣が定めるもの（令和2年環境省告示第77号）、金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。

[報告事項]
調査対象の建築物等の概要、解体等工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か
（該当しないと判断した場合はその根拠）、調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等

[報告の方法]
新たに整備する電子システム ※石綿障害予防規則の報告と共通のシステム

報告は元請業者又は
自主施工者が行います。

届出対象特定工事の場合に14日前
までに説明することとしているのは、
発注者による作業実施の届出書の
作成を考慮したものです。
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